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学生納付特例制度

　日本国内に住むすべての方は、20 歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義
務づけられていますが、学生には申請により在学中の保険料納付が猶予される学生納付特例制度が設
けられています。
　　  

　　  学生納付特例制度のメリット

　　 老齢基礎年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に算入されます。
　　 万一の事故などにより障がいを負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

▶対象になる方
　本人の所得が基準以下で、大学（大学院）・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修
　学校・修業年限が１年以上の課程に在学している方・一部の海外大学の日本分校に在学している方。
▶申請方法
　住民登録をしている市区町村役場またはお近くの年金事務所で手続きできます。
　手続きの際は、有効期間が表記されている学生証または在学証明書原本が必要です。
　また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから申請することができます。
▶保険料の追納について
　学生納付特例の承認を受けた期間は、10 年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。
　納めることで、将来受け取る年金を増額することができます。

　※学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以降に追納する場合には、承認を受けた
　　 当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

「ねんきんネット」のお知らせ　
　ねんきんネットは、お客様がインターネットを通じてご自身の年金情報を手軽に確認できるサービス
です。24 時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンから年金情報を確認することができます。

　　 詳しくは  　　  ねんきんネット　　　　 で検索

　　　　　　　　　　
問役場住民生活課住民年金係   　☎⑦１０８４　
　支所地域振興課町民係　　　　☎⑧３１１１

右記のコードからも
アクセスできます
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　今年も、来る４月 26 日に「春のクリーン作戦」を予定しています。町民の皆
さんの清掃奉仕活動へのご協力をお願いいたします。
　昨年は、クリーン作戦と不法投棄でのごみの回収量は、約９トン回収・処理
しました。
　山間部への不法投棄や自動車などからのポイ捨ては、依然として減少してお
りません。最近、自動車内からコンビニ袋に入った生活ごみのポイ捨てが非常に多いようです。
　このように心無い人達による何気ないポイ捨てが、皆さんに迷惑をかけています。
　町民の皆さん一人ひとりのちょっとした心遣いが街をきれいにします。
　町内の環境美化にご協力をお願いします。

　春の転勤・引越しシーズンにあたり、家庭での分別も悪くなり燃やせる
ごみの量も多くなってきますので、家庭ごみ分別大事典を活用してごみの
分別・減量化にご協力をお願いします。
　台所から出る生ごみは、十分水切りをして減量化・排出抑制にご協力を
お願いします。
　また、令和８年度も機械式生ごみ処理機やコンポストの補助事業を実施
する予定です。
　５月中旬頃から申込み受付する予定ですので、有効活用してください。

　今年度も引き続き高齢者世帯等への粗大ごみ戸別収集（有料）を実施します。
　高齢者（７０歳以上）世帯等の粗大ごみの有料戸別収集は、次のとおりです。
▶対象者／７０歳以上の高齢者のみの世帯
▶収集日／２日（木）・１６日（木）・３０日（木）
▶収集個数／１回につき５個まで【粗大ごみのみ】
▶収集方法／ご自宅の玄関前まで出してください。《原則》
　　　　　　なお、家具等の解体作業は、いたしませんのでご了承ください。
▶処理手数料／粗大ごみ１個につき、粗大ごみ処理券２枚（400円）
▶申込み方法／役場環境課リサイクルプラザ☎⑧３３２０へ電話で申込み。
　なお、令和８年度の収集日程は、下記のとおりとなっていますので、参考にしてください。

令和８年度　粗大ごみ戸別収集日程表
４月 ２日（木）・16 日（木）・30 日（木） 10 月 １日（木）・15 日（木）・30 日（金）
５月 ７日（木）・21 日（木）・29 日（金） 11 月 ５日（木）・19 日（木）・30 日（月）
６月 ４日（木）・18 日（木）・29 日（月） 12 月 ３日（木）・17 日（木）・25 日（金）
７月 ２日（木）・16 日（木）・31 日（金） １月 ７日（木）・21 日（木）・29 日（金）
８月 ６日（木）・20 日（木）・31 日（月） ２月 ４日（木）・18 日（木）・26 日（金）
９月 ３日（木）・17 日（木）・29 日（火） ３月 ４日（木）・18 日（木）・29 日（月）

　生ごみは、しっかり水切りをして出しましょう！

　令和８年４月　粗大ごみ戸別収集は、２日、1６ 日、30日です

　「春のクリーン作戦」実施について


